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随時監査結果報告書 

 

１ 随時監査 

（１）種 類 

地方自治法第 199条第１項及び第５項の規定による監査 

（２）概 要 

① 実施期間 

ア 事前調査 

令和８年１月５日（月）から令和８年１月 15日（木）まで 

イ 実  施 

令和８年１月 20日（火） 

② 対象部局 

行政管理部職員課 

（３）対象事項及び範囲 

① 対象事項 

      決算審査に係る要望事項の取組状況について 

〇 働き方全般に対する制度や体制の見直し 

    ② 対象範囲 

ア 財務に関する事務の執行等 

イ 一般行政事務の執行及び事務事業の経済性、合理性、正確性等 

（４）手続き 

① 実 施 通 知   令和８年１月５日（月） 

② 資料提出期限   令和８年１月 13日（火） 

③ 事 前 調 査   事務局による調査（前記のとおり） 

④ 実 施   監査委員による監査（前記のとおり） 

 国立市監査基準に則り、先に提出された資料に基づき、監査対象部局より 

 対象事項の概要説明を受け、その後、質疑及び関係書類の監査を実施した。 

（５）監査の着眼点 

「働き方全般に対する制度や体制の見直し」の取り組みは行われているか。 

  （６）結 果 

① 概 評 

対象事項を監査した結果、取り組みは行われていた。継続されたい。 

② 個別事項 

ア 指摘事項 なし 

イ 要望事項 なし 

 

以上 


